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 「生活介護事業重要事項説明書」 
 この重要事項説明書は社会福祉法人新栄会が運営する指定障害者福祉サービス支援事業

において提供する指定障害者福祉サービス（指定生活介護事業、）について利用契約の締結

を希望される方に対して、社会福祉法第７６条及び第７７条並びに「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」（平成 17 年法律第 123 号。

以下「法」という。）、「沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例」（平成 25 年沖縄県条例第 29 号）及び「沖縄県障害福祉サービス事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例」（平成 25 年沖縄県条例第 31 号）に基づく指

定障害福祉サービス事業所の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、サービスの内容や

利用料金等について説明するものです。 

 

１．サービスを提供する事業者 

名 称 社会福祉法人 新栄会 

所在地 沖縄県沖縄市山内 1丁目 11番 15号 

電話番号 ０９８－９３３－８８１０ 

代表者氏名 理事長 伊 佐 真 栄 

設立年月 平成９年３月２日 

 

２．利用施設 

事業所の種類 就労継続支援 B型、生活介護 

事業所番号（４７１０８００４１０） 

事業所の名称 自立プラザ希織 

事業所の所在地 

連絡先 

・就労継続支援 B型 

沖縄県沖縄市山内 1丁目 11番 15号 

   電話番号 ：098-933-8810 

   ファックス：098-933-8828 

・生活介護 

沖縄県沖縄市越来 1丁目 1番 37号 

電話番号 ：098-933-8810 

ファックス：098-933-8828 

管 理 者 伊佐 真栄 

サービス管理責任者 知花 務 

通常の事業の実施地

域 

沖縄市、宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村、金武町、うるま市 

宜野座村、恩納村、読谷村、嘉手納町 

主たる対象者 知的障害者、（１８歳未満の者を除く） 

身体障害者、（１８歳未満の者を除く） 

精神障害者、（１８歳未満の者を除く） 
※但し、基準省令の解釈の主旨から生活介護については原則として 

本会グループホーム「かふ～越来（みらい）」利用者は対象者とならない

ものとする。 

 

定員 就労継続支援Ｂ型事業    34名   

生活介護事業       6名    

開設年月日 平成 19年 4月 1日指定 
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３．サービスの目的・運営方針 

目 的 生活介護の対象者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことが

できるよう支援するため、事業所通所により給食、介護サービスや訓練、

創作活動、生産活動等を行い、心のリフレッシュを図る共に自らの精神的

パワーを向上できるための支援を行います。   

運営方針 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つ決めの細かな

障害福祉サービス（生活介護事業）の提供。 

 

４．施 設（生活介護事業） 

 

 

 

建物 

構 造 鉄筋コンクリート造 ４階建 （２階部分） 

（耐火建築物）（耐震構造） 

敷地面積 ３８５．１６㎡ 

延べ床面積 １１５８．８８㎡ 

２階部分 床面積 ２９１．５４㎡ 

  
 ※但し、基準省令の解釈の趣旨から生活介護については原則として、本会グループホーム 

「かふ～越来（みらい）」利用者は対象者とならないものとする。 

 

主な設備 

設備の種類 部屋数  面積等 

訓練室 1室 55.35㎡ （応接セット等）有 

作業室 1室 73.96㎡ 

相談室 1室 7.23㎡ 

 

洗面設備・便所 

 

３箇所 

男子 12.98㎡（更衣室込） 

女子 10.16㎡（更衣室別 3.51㎡） 

24.61㎡ 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置しています。 

 

５．サービス提供職員の設置状況 

 【生活介護】 

職 種 員数 常勤 非常勤 常勤換算 

 

備考 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  １   １  

サービス管理責任者 １  １   １  

看護師 １   1  ０．６  

生活支援員 ２ １ １   １．５  

機能訓練指導員 １  １   ０．５  

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職

員として、上記の職種の職員を配置しています。 

※ 常勤換算とは・・ 

職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定

勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です 
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（ア）各職種の勤務体系【生活介護】 

職 種 勤務体系 

管理者  正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０分） 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０分） 

看護師 正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０分）週３日 

生活支援員  正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０分）及び 

（午前８時００分～午後５時００分） 

機能訓練指導員 正規の勤務時間帯（午前８時３０分～午後５時３０分）及び 

（午前８時００分～午後５時００分） 

 

(イ)【生活介護】営業日及び営業時間、サービス提供日及びサービス提供時間 

 

営業日及び営業時間 

営業日：月曜日～金曜日（国民の祝日、慰霊の日、１２月２９日か

ら１月３日までを除く）但し、管理者が必要と認めた日は、通常通

りの生活介護事業を行う。 

営業時間：午前８時３０分～午後５時３０分 

サービス提供日及び

サービス提供時間 

サービス提供日：月曜日～金曜日（国民の祝日、慰霊の日、 

１２月２９日から１月３日までを除く）但し、管理者が必要と認め

た日は、通常通りの生活介護事業を行う。 

サービス提供時間：午前 9時 30分～午後４時 

 

主たる対象者 

（１）身体障害者（18歳未満の者を除く） 

（２）知的障害者（18歳未満の者を除く） 

（３）精神障害者（18歳未満の者を除く） 

 

６．サービス提供の内容 

（１）介護給付費対象サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

 

相談及び援助 

利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握

し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

訓 練 生活能力の維持向上のための食事や家事等の日常生活能力を向上す

るための訓練を行います。（日常生活訓練・社会適応訓練等） 

 

介 護 

利用者の状況に応じて適切な技術をもって食事・整容・更衣・排泄

等生活全般にわたる援助を行います。 

 

事業所外支援 

常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、

５日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を

確認し、月２回を限度として同意の上で支援を行います。 

 

健康管理 

日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録

を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて

健康保持のための適切な支援を行います。 

 

創作的活動 

創作的活動の機会を提供します。 

①創作的活動（編み物、干支の飾り物制作等） 

②福祉まつりや地域まつり等での展示即売会での発表 

③文化芸能活動 
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生産活動  

軽作業等の生産活動の機会を提供します。 

①はがき作成 

②土産品の袋詰め作業等 

③農産物の加工 

 

（工賃の支払） 

上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、

生産活動に従事している利用者に支払います。 

 

（送迎サービス）  

 希望により、車椅子対応車両によるドア toドアの送迎を行います。 

 

（２）介護給付費対象外サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 金 額 

 

 

食事サービス 

希望により食事の提供をします。       

食事時間 １２時から１時  

※低所得者の軽減措置が適用される方は食材料

費分のみの負担  

１食：５７０円 

※食材料費 

（２７０円） 

 

創作的活動・及び生産

活動等 

創作的活動及び生産活動を行う上でかかる費用

で、負担して頂くことが適当であるものに係る費

用をいただきます。 

 

実 費 

 

日常生活上必要とな

る諸経費 

利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に

要する費用で、負担していただくことが適当であ

るものに係る費用をいただきます。 

①日用品費  ②保健衛生費 ③教養娯楽費 

 

実 費 

 

 

社会生活上の便宜の

供与等 

日常生活に必要な行政機関等への手続き等につ

いて、利用者または家族が行うことが困難な場

合、利用者の同意を得て代行します。 

 

実 費 

 

 

その他 

・サービス提供記録等の複写代 

・証明書諸書類の発行代 

・その他 

 

実 費 

 

 

<サービスの概要> 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理

責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者に

交付いたします。また、必要に応じて随時「個別支援計画」の見直しを行います。 

 

７．利用料金 

（１）ア 介護給付費対象サービス内容の料金 

介護給付費・によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を市町村から

直接受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準によ

り算出した額）のうち利用者負担分（サービス利用料金全体の 1 割を上限）を事業者にお

支払いただきます。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではあり

ません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。 
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イ 介護給付費対象外サービス内容の料金 

上記「６．サービス提供の内容（２）介護給付費対象外サービス内容」の項目をご参照く

ださい。 

 

 

（２） サービス利用の取り消し料金 

 利用者がサービス利用の取り消し（キャンセル）する場合は、利用予定日の３日前までに

当事業所までお申し出ください。尚、サービス利用日の３日前までに申出のない場合は、

キャンセル料を頂く場合があります。 

キャンセル料（サービスの実費相当額）１日あたり  6,000円 

 

（３）利用料金のお支払方法 
前記（１）（２）の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月１０日までに送

付しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

  

 

＜利用料金のお支払方法＞ 

①当事業所窓口での現金支払い 

 

②下記指定口座への振込み 

 

銀 行 名 ：沖縄銀行 諸見支店  普通預金 

口 座 番 号：１４７４３５０ 

名 義 人 ：社会福祉法人 新栄会 理事長  

 

③指定口座へのお振込み（手数料は利用者負担） 

 

④金融機関口座からの口座振替 

ご利用できる金融機関：琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫 

 

 

８．利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応

じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後 5年間保管

します。 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、午前９時～午後５時３０分です。 

 

 

（２）利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サ 

ービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関 

に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報使用同意書」による）に基

づき情報提供を致します。 
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９．緊急時の対応 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに身元保証人や医療機関への連絡等を行います。 

 

 

利用者のかかりつけ医療機関 

医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電話番号： 

 

緊 急 連 絡 先① 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

 

10．事故発生時の対応 

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に連絡を行なうとと

もに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものと

します。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

 

（１）損害保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、 

介護保険・社会福祉事業者総合保険 

（２）損害保険の種類 賠償責任保険 

（３）損害保険の内容  

   ① 対人事故補償 １名３億円/１事故・期間中２０億円 

   ② 対物事故補償 １事故・期間中２，０００万円 

 

 

11．要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

（１）要望・苦情等申立 

当事業所 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  我喜屋みのり 

・解決責任者  伊佐真栄 

・ご利用時間  午前９時～ 午後５時３０分 

（土・日・祝祭日・旧正月・旧盆・年始を除く） 

・電話番号   ０９８－９３３－８８１０ 

 ＦＡＸ    ０９８－９３３－８８２８ 

・担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

新栄会 

第三者委員 

照屋 静江 電話番号 098-932-6591 

島袋 富士江 電話番号 098-933-7097 

沖縄市役所 

障がい福祉課 

・所在地：沖縄県沖縄市仲宗根２６－１ 

・電話番号：０９８－９３９－１２１２ 

うるま市役所 

障がい福祉課 

・所在地：沖縄県うるま市みどり町 1丁目 1番 1号 

・電話番号：０９８－９７３－５４５２ 

宜野湾市 

障がい福祉課 

・所在地：沖縄県宜野湾市野嵩 1丁目 1番 1号 

・電話番号：０９８－８９３－４４１１ 
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読谷村役場 

福 祉 課 

・所在地：沖縄県中頭郡読谷村字座喜味２９０１番地 

・電話番号：０９８－９８２－９２０９  

嘉手納町役場 

福 祉 課 

・所在地：沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納５８８番地 

・電話番号：０９８－９５６－１１１１  

北谷町役場 

福 祉 課 

・所在地：沖縄県中頭郡北谷町字桑江２６６番地 

・電話番号：０９８－９３６－１２３４  

金武町役場 

健康福祉課 

・所在地：沖縄県国頭郡金武字金武 1番地 

・電話番号：０９８－９６８－３５５９ 

恩納村役場 

福 祉 課 

・所在地：沖縄県国頭郡恩納村字恩納２４５１番地 

・電話番号：０９８－９６６－１２００ 

宜野座村役場 

健康福祉課 

・所在地：沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座２９６番地 

・電話番号：０９８－９６８－３２５３ 

北中城村役場 

福 祉 課 

・所在地：沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場４２６－２ 

・電話番号：０９８－９３５－２２３３ 

中城村役場 

福 祉 課 

・所在地：沖縄県中頭郡中城村字当間１７６番地 

・電話番号：０９８－８９５－２１３１ 

沖縄県 

運営適正化委員会 

・所在地：沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目３７８番地の１ 

・電話番号：０９８－８８２－５７０４ 

 

 

（２）虐待防止に関する相談窓口 

虐待防止に関する 

相談窓口 

・窓口担当者  我喜屋みのり 

・ご利用時間  午前９時～午後５時 

・電話番号   ０９８－９３３－８８１０ 

・ＦＡＸ    ０９８－９３３－８８２８ 

 

 

12． 協力医療機関 

医療機関の名称  北城整形外科 

医 院 長 名  北城武司 

所  在  地 沖縄市山内 2丁目２５番地４１号 

電 話 番 号  ０９８－９３０－７７７７ 

診  療  科 整形外科 入 院 設 備 無し 

 

 

医療機関の名称 安立医院 

医 院 長 名 安里 公 

所  在  地 沖縄市山内 1丁目 7番 5号 

電 話 番 号 ０９８－９３３－６２００ 

診  療  科 内科 入 院 設 備 無し 
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13．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

 

平時の訓練 

別途に定める、消防計画書に則り、年１回、避難・防災訓練を、利

用者の方も参加して実施します。 

 

 

 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常通報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  無 

・室内防火栓    無   

・カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

（その他・携帯ラジオ・懐中電灯等） 

 

消防計画 

消防署への届出日： 平成２７年 10月 

防火管理者   ： 伊佐 真栄 

 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、 

社会福祉事業者総合保険 

加入保険内容：賠償責任保険 

 

14．当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。

これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくこ

とがあります。 

喫煙 全館禁煙です。 

貴重品の管理  貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理

のできない利用者につきましては貴重品を施設に持ち込まないよう

お願いします。 

宗教活動・政治活動、 

営利活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、

政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

15． 虐待の防止について 

  利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

  (1)虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 （役職）施設長（氏名）伊佐真栄 

   (2)成年後見制度の利用を支援します。 

   (3)苦情解決体制を整備しています。 

   (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

   (5)虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止策の

検討などを行います。 
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16． 身体拘束等の適正化について 

 身体拘束等の適正化を図るために、下記の対策を講じます。 

  (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置します。 

   (2)身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

 (3)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修を実施します。 
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令和  年  月  日 

 

 

 

指定生活介護事業の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

 

 

 

  

事業所名：自立プラザ希織 

    説明者職名：          氏名      

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から指定生活介護事業の利用について重要事項の

説明を受け、同意しました。 

  

令和  年  月  日 

 

 

 

 

利用者   住 所 

                  氏 名            印 

電 話 

 

 

    

身元保証人 住 所 

                  氏 名            印 

                  続 柄（利用者との関係） 

                  電 話 

 

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認 

    のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

 

署名代筆者 住 所 

                 氏 名             印 

                 続 柄（利用者との関係） 

 


